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第 1 健全化判断比率の審査 

1 審査の方法 

知事から提出された、平成 30 年度決算に係る数値等を基に算定された実質赤字比率、連

結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率(以下「健全化判断比率」という。)並

びにその算定の基礎となる事項を記載した書類について、 

(1) 健全化判断比率の算出過程に誤りはないか 

(2) 算定の基礎となる事項を記載した書類は、適正に作成されているか 

を主眼として、慎重に審査を行った。 

2 健全化判断比率の概要 

健全化判断比率は、次のとおり、いずれの指標も早期健全化基準未満である。 

区分 健全化判断比率 早期健全化基準 財政再生基準 

％ ％ ％

実質赤字比率 
― 

(―) 
3.75 5 

連結実質赤字比率 
― 

(―) 
8.75 15 

実質公債費比率 
13.7 

(13.6) 
25 35 

将来負担比率 
190.1 

(193.0) 
400  

(注) 1 実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合は、比率は「―」で表示する。 

2 ( )は前年度の比率を示す。 

3 早期健全化基準及び財政再生基準の数値は、地方公共団体の財政の健全化に関する

法律施行令で定められた数値である。 

なお、健全化判断比率の各比率の詳細は、以下のとおりである。 
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(1) 実質赤字比率 

実質赤字比率は、実質収支額が黒字であり、算定されない。 

会計名 
実質収支額

(A)－(B)－(C)

歳入総額 

(A) 

歳出総額 

(B) 

翌年度に繰り

越すべき財源

(C) 
千円 千円 千円 千円

① 一般会計 20,569,779 2,510,549,309 2,482,043,887 7,935,643

② 一般会計等に属する特別会計 1,293,361 728,222,231 725,406,697 1,522,173

・ 公債管理特別会計 0 676,116,924 676,116,924 0

・ 証紙特別会計 401,272 23,732,016 23,330,744 0

・ 母子父子寡婦福祉資金特別会計 0 307,197 269,674 37,523

・ 中小企業設備導入資金特別会計 0 8,494,336 7,418,822 1,075,514

・ 就農支援資金特別会計 0 271,154 240,633 30,521

・ 県有林野特別会計 100,242 1,018,598 918,356 0

・ 林業改善資金特別会計 0 173,475 4,921 168,554

・ 沿岸漁業改善資金特別会計 0 251,674 41,613 210,061

・ 県営住宅管理事業特別会計 791,847 17,856,857 17,065,010 0

③ 一般会計等 

(①＋②) 
21,863,140 3,238,771,540 3,207,450,584 9,457,816

④ 標準財政規模 1,345,868,316

実質赤字比率 

(③／④) 

％

― 

(前年度の比率) 
％

(―) 

(注) 1 実質収支額が黒字の場合は、実質赤字比率は「―」で表示する。 

2 標準財政規模の額には、臨時財政対策債発行可能額を含んでいる。 
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(2) 連結実質赤字比率 

連結実質赤字比率は、連結実質収支額が黒字であり、算定されない。 

会計名 
実質収支額

(A)－(B)－(C)

歳入総額 

(A) 

歳出総額 

(B) 

翌年度に繰り

越すべき財源

(C) 
千円 千円 千円 千円

① 一般会計等以外の特別会計

のうち公営企業に係る特別会

計以外の特別会計 

・国民健康保険事業特別会計 

15,992,557 575,041,025 559,048,468 0

会計名 
資金剰余額 

(A)－(B) 

流動資産等の額

(A) 

流動負債等の額

(B) 
千円 千円 千円

② 公営企業に係る特別会計

(地方公営企業法適用企業) 
22,267,546 121,766,631 130,208,514

・県立病院事業会計 1,053,615 6,766,030 5,712,415

・水道事業会計 12,586,356 21,070,448 8,484,092

・工業用水道事業会計 8,627,575 10,629,591 2,002,016

・用地造成事業会計 0 83,300,562 114,009,991

(注) 1 用地造成事業会計の流動負債等の額(B)には、土地造成等経費に係る企業債残高 

(95,084,000 千円)を含んでいる。 

2 資金剰余額(A)－(B)が負の数であっても、資金不足額がない場合には、「0」で表示

する。 

会計名 
資金剰余額

(A)－(B)－(C)

歳入総額 

(A) 

歳出総額 

(B) 

翌年度に繰り

越すべき財源

(C) 
千円 千円 千円 千円

③ 公営企業に係る特別会計

(地方公営企業法非適用企業) 
8,531,789 39,970,808 30,901,183 537,836

・港湾整備事業特別会計 243,735 2,244,891 1,967,384 33,772

・流域下水道事業特別会計 8,288,054 37,725,917 28,933,799 504,064

④ 一般会計等 21,863,140

⑤ 連結実質収支額 

(①＋②＋③＋④) 
68,655,032

⑥ 標準財政規模 1,345,868,316

連結実質赤字比率 

(⑤／⑥) 

％

― 

(前年度の比率) 
％

(―) 

(注) 連結実質収支額が黒字の場合は、連結実質赤字比率は「―」で表示する。 
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(3) 実質公債費比率 

実質公債費比率は 13.7％であり、早期健全化基準(25％)未満である。 

区分 平成 30 年度 平成 29 年度 平成 28 年度 

千円 千円 千円

① 県債の元利償還金 212,014,102 216,011,622 217,806,487

② 準元利償還金 173,249,277 168,116,112 164,831,666

③ 基準財政需要額に算入された

公債費及び準公債費の額 
230,732,352 226,094,686 221,381,906

④ 標準財政規模 1,345,868,316 1,360,097,870 1,412,217,807

実質公債費比率(単年度) 

((①＋②－③)／(④－③)) 

％

13.9
％

13.9 
％

13.5 

実質公債費比率(過去 3か年平均)
％

13.7
％

13.6 
％

13.8 

(4) 将来負担比率 

将来負担比率は 190.1％であり、早期健全化基準(400％)未満である。 

区分 金額 前年度比較増減

千円 千円

① 将来負担額 6,103,422,920 Δ12,725,014

ア 一般会計等に係る県債の現在高 5,456,113,230 13,707,085

イ 債務負担行為に基づく支出予定額 97,137,174 Δ19,602,543

ウ 一般会計等以外の特別会計に係る県債の償還

に充てるための一般会計等からの繰入れ見込額
103,936,373 5,323,546

エ 名古屋港管理組合の起債の償還に係る県の負

担見込額 
27,513,342 Δ1,372,411

オ 退職手当支給予定額に係る一般会計等負担見

込額 
395,240,777 Δ11,276,469

カ 設立法人の負債額等に係る一般会計等負担見

込額 
23,482,024 495,778

(ｱ) 愛知県道路公社 0 0

(ｲ) 名古屋高速道路公社 0 0

(ｳ) 愛知県土地開発公社 0 0
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(ｴ) 第三セクター等 4,921,044 Δ1,069,509

(ｵ) 制度融資等 18,560,980 1,565,287

キ 受益権を有する信託に係る一般会計等負担見

込額 
0 0

ク 設立法人以外への貸付金に係る一般会計等負

担見込額 
0 0

ケ 連結実質赤字額 0 0

コ 組合の連結実質赤字額に係る一般会計等負担

見込額 
0 0

② 県債の償還額等に充当可能な基金の残高 966,266,005 97,475,224

③ 県債の償還額等に充当可能な特定の歳入 68,229,146 Δ2,751,403

④ 県債の償還等に要する経費として基準財政需要額

に算入されることが見込まれる額 
2,948,991,803 Δ37,979,783

⑤ 標準財政規模 1,345,868,316 Δ14,229,554

⑥ 基準財政需要額に算入された公債費及び準公債費

の額 
230,732,352 4,637,666

将来負担比率 

((①－②－③－④)／(⑤－⑥)) 

％

190.1

(前年度の比率) 
％

(193.0) 

なお、主な項目の内訳は、以下のとおりである。 

① 将来負担額の内訳 

イ 債務負担行為に基づく支出予定額の内訳 

事項 将来負担額 前年度比較増減

千円 千円

産業労働センター整備・運営事業契約 3,906,615 Δ316,346

国営土地改良事業負担金 1,988,410 Δ1,014,082

水資源機構営事業負担金 77,026,826 Δ8,577,869

公共用地先行取得契約 4,528,815 Δ1,205,612

道路事業用地購入 9,686,508 Δ8,397,926

教職員福利厚生施設建設資金借入金償還補助 0 Δ90,708

合計 97,137,174 Δ19,602,543
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ウ 一般会計等以外の特別会計に係る県債の償還に充てるための一般会計等からの繰

入れ見込額の内訳 

会計名 将来負担額 前年度比較増減

千円 千円

県立病院事業会計 15,724,295 Δ694,207

水道事業会計 1,262,369 120,667

工業用水道事業会計 1,372,753 7,876

港湾整備事業特別会計 1,025,941 Δ586,383

流域下水道事業特別会計 84,551,015 6,475,593

合計 103,936,373 5,323,546

カ 設立法人の負債額等に係る一般会計等負担見込額の内訳 

(ｴ) 第三セクター等の内訳 

法人名 
損失補償

付債務額
算入率 将来負担額 前年度比較増減

千円 ％ 千円 千円

一般財団法人愛知県私学振興事業財団 275,521 90 247,969 Δ743,512

公益財団法人愛知臨海環境整備センター 17,370,000 10 1,737,000 Δ292,500

愛知県住宅供給公社 29,360,749 10 2,936,075 Δ33,497

合計 4,921,044 Δ1,069,509

(注) 算入率は、法人の経常損益及び純資産による判定又は法人の損失補償付債務の元利償 

還費に対する県の補助金・貸付金の割合等による判定から、5段階評価で判定した結果 

に基づくものである。 

② 県債の償還額等に充当可能な基金の残高の内訳 

基金名 充当可能基金残高 前年度比較増減

千円 千円

財政調整基金 110,206,503 40,017,223

減債基金 804,976,222 57,628,663

社会資本整備等推進基金 3,914,245 961

国際交流事業推進基金 1,694,290 Δ135,841

美術品等取得基金 1,319,653 Δ5,375

文化振興基金 10,278,021 Δ4,368

環境保全基金 716,925 Δ93,702

産業廃棄物適正処理基金 1,134,754 99,307
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福祉推進整備基金 7,577,435 1,860

地域福祉基金 9,000,000 0

科学技術振興基金 2,500,000 0

産業空洞化対策減税基金 10,512,760 Δ74,217

中山間ふるさと・水と土保全基金 434,635 Δ2,682

あいち森と緑づくり基金 599,575 39,061

障害者福祉減税基金 1,371,027 Δ25,579

愛知県名古屋飛行場等見学者受入拠点施設展示物整

備基金 
50 3

子どもが輝く未来基金 29,910 29,910

合計 966,266,005 97,475,224

3 審査の結果 

健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類の内容を審査した結果、

健全化判断比率の算出過程に誤りはなく、算定の基礎となる事項を記載した書類は、適正

に作成されており、健全化判断比率は、いずれの指標も早期健全化基準未満であることを

認めた。 

実質公債費比率は、平成 29 年度からの県費負担教職員給与負担の名古屋市移譲に伴い、

標準財政規模が減少したことを主な要因として、前年度と比べて上昇した。 

将来負担比率は、債務負担行為に基づく支出予定額が減少したことや、県債の償還額等

に充当可能な基金残高が増加したことを主な要因として、前年度と比べて低下した。 

今後とも、しなやか県庁創造プラン（愛知県第六次行革大綱）に基づく行財政改革の取

組を着実に実施するとともに、本年度策定される次期行革大綱の検討を進め、更なる財政

の健全化に向けて努力されるよう要望する。 
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第 2  資金不足比率の審査 

1 審査の方法 

知事から提出された、平成 30 年度決算に係る数値等を基に算定された資金不足比率及び

その算定の基礎となる事項を記載した書類について、 

(1) 資金不足比率の算出過程に誤りはないか 

(2) 算定の基礎となる事項を記載した書類は、適正に作成されているか 

を主眼として、慎重に審査を行った。 

2 資金不足比率の概要 

資金不足比率は、いずれの会計も資金不足額が生じていないため、算定されない。 

会計名 
資金不足比率 

(A)／(B) 

資金不足額 

(A) 

事業の規模 

(B) 

公営企業に係る特別会計(地方公営企業法適用企業) 

％ 千円 千円

・県立病院事業会計 
― 

 (1.6) 
0 31,409,271

・水道事業会計 
― 

(―) 
0 28,819,724

・工業用水道事業会計 
― 

(―) 
0 12,665,232

・用地造成事業会計 
― 

(―) 
0 256,190,255

公営企業に係る特別会計(地方公営企業法非適用企業) 

・港湾整備事業特別会計 
― 

(―) 
0 1,241,581

・流域下水道事業特別会計 
― 

(―) 
0 9,913,044

(注) 1 資金不足額がない場合は、資金不足額は「0」で、資金不足比率は「―」で表示する。 

2 ( )は前年度の比率を示す。 

3 事業の規模は、営業収益等に相当する額(用地造成事業会計にあっては、資本及び負

債の額)である。 

4 資金不足比率に係る経営健全化基準の数値は 20％であり、この数値は、地方公共団

体の財政の健全化に関する法律施行令で定められた数値である。 

なお、資金不足額の詳細は、以下のとおりである。 
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 (1) 公営企業に係る特別会計(地方公営企業法適用企業) 

会計名 

資金不足額

(B)＋(C)－

(A)（－(D)）

流動資産等

の額 

(A) 

流動負債等

の額 

(B) 

建設改良費等以

外の経費に係る

企業債の現在高

(C) 

解消可能 

資金不足額

(D) 

千円 千円 千円 千円 千円

県立病院事業会計 0 6,766,030 5,712,415 0 ― 

水道事業会計 0 21,070,448 8,484,092 0 ― 

工業用水道事業会計 0 10,629,591 2,002,016 0 ― 

用地造成事業会計 0 83,300,562 18,925,991 0 ― 

(注) 1 資金不足額がない場合((B)＋(C)－(A)(－(D))≦0 である場合)は、資金不足額は「0」

で表示する。 

     2  解消可能資金不足額(D)は、(B)＋(C)－(A)＞0 である場合に算入する。 

(2) 公営企業に係る特別会計(地方公営企業法非適用企業) 

会計名 

資金不足額

(B)＋(C)＋(D)

－(A)（－(E)）

歳入総額 

(A) 

歳出総額 

(B) 

翌年度に繰り

越すべき財源

(C) 

建設改良費等

以外の経費に

係る県債の現

在高(D) 

解消可能 

資金不足額

(E) 

千円 千円 千円 千円 千円 千円

港湾整備事業

特別会計 
0 2,244,891 1,967,384 33,772 0 ― 

流域下水道事

業特別会計 
0 37,725,917 28,933,799 504,064 0 ― 

(注) 1  資金不足額がない場合((B)＋(C)＋(D)－(A)(－(E))≦0 である場合)は、資金不足額

は「0」で表示する。 

   2  解消可能資金不足額(E)は、(B)＋(C)＋(D)－(A)＞0 である場合に算入する。 

3 審査の結果 

資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類の内容を審査した結果、資

金不足比率の算出過程に誤りはなく、算定の基礎となる事項を記載した書類は、適正に作

成されており、資金不足比率は、経営健全化基準未満であることを認めた。 
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(参 考) 

地方財政健全化法の各比率の対象範囲 

一般会計 

一般会計等に属する特別会計 

・公債管理特別会計 

・証紙特別会計 

・母子父子寡婦福祉資金特別会計 

・中小企業設備導入資金特別会計 

・就農支援資金特別会計 

・県有林野特別会計 

・林業改善資金特別会計 

・沿岸漁業改善資金特別会計 

・県営住宅管理事業特別会計 

一般会計等以外の特別会計のうち公営企業に係る 

特別会計以外の特別会計 

・国民健康保険事業特別会計 

公営企業に係る特別会計(地方公営企業法適用企業) 

・県立病院事業会計 

・水道事業会計 

・工業用水道事業会計 

・用地造成事業会計 

公営企業に係る特別会計(地方公営企業法非適用企業) 

・港湾整備事業特別会計 

・流域下水道事業特別会計 

一部事務組合 

・名古屋競輪組合、愛知県競馬組合、名古屋港管理組合 

地方公社・第三セクター等 

・愛知県道路公社、名古屋高速道路公社、愛知県土地開発公社 

・(一財)愛知県私学振興事業財団、(公財)愛知臨海環境整備センター、

愛知県住宅供給公社 

実
質
赤
字
比
率

資
金
不
足
比
率

連
結
実
質
赤
字
比
率

実
質
公
債
費
比
率

将
来
負
担
比
率




